
あわら市告示第 ７４ 号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に基づき、

本市の字の区域及び名称を変更したので、同条第２項の規定により次のとおり

告示します。 

 なお、この届出にかかる字の区域及び名称の変更は、平成２３年１１月１日

からその効力を生ずるものとする。 

  平成２３年１０月６日 

 

あわら市長 橋 本 達 也 

 

 

次の区域をあわら市花乃杜三丁目に変更する。 

大字 字 地            番 

北金津 
２０字 
壱里塚 

２４の２ ２５の２ ２７の２ ２８の３ ２８の４ ７１ 

７２ 

北金津 
２１字 
鳥ヶ島 

２の２ ３の２ ４の２ ５の４ ６の３ ７の４ ８の３ 

９の３ １０の４ １１の３ １２の３ １３の４ １４の４ 

１５の３ １６の４ １７の４ １８の４ １９の２ 

２０の２ ２１の２ ３０から５０まで ５１の１ ５１の２ 

５２から５７まで ５８の１ ５８の２ ５９の１ ５９の２ 

６０から６４まで ６６から６９まで 

北金津 
２２字 

北百枚田 

７の２ ８の２ ９の３ １１の２ １２の２ １３の２ 

１３の３ １４の２ ２０の１ 

北金津 
２５字 

穴旅山 

６の３ ６の４ ７の３ ７の４ ８の２ ８の３ ９の２ 

１０の２ １０の３ １１の３ １１の４ １２の１  

１２の３ １２の４ １３の１ １３の３ １３の４ 

１４の１ １４の３ １５の４ １５の６ １６の１ 

１６の３ １６の４ １７の２ １８の２ 

北金津 
２７字 

茱山崎 

３３の２ ３４の２ ３７の２ ３８の２ ４０の３ 

４０の４ ４１の２ ４２の２ ４３の３ ４４の３ 

北金津 
１１５字 

一里谷 

５の１ ５の３ ５の４ １１の１ １１の２ １２の１ 

１２の２ １７の２ １７の３ １７の４ １７の５  

１７の６ １７の７ １７の８ 

北金津 
１１６字 

百本鳥山 

１の２ １の３ ２の３ ２の４ ６４の１ ６４の３ 

６４の４ ６６の３ ６６の４ ６６の７ 



北金津 
１１７字 

穴虫山 

７の２ ８の２ ８の３ ９の２ １０の２ １０の３ 

１２の２ １３の１ １３の２ １３の３ １４の１  

１４の３ １５の２ 

北金津 
１１８字 

向山 

１６の２ １７の２ １８ １９の１ １９の２ 

２０から２２まで ２３の２ ２５の３ ２６の２ ３２の２ 

３３の２ ３４の２ ４０の２ ４１の１ ４１の２ 

４２の２ ４４の１ ４５の３ 

これらの区域に隣接介在する道路、水路である市有地の全部 

 


